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別
表
十
五 

平
二
十
八
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分 

１ 

「
３
」
欄
に
は
、
次
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
金
額
を
記
載
し
ま
す
。 

 (1) 

法
人
（
投
資
法
人
及
び
特
定
目
的
会
社
を
除
き
ま
す
。
）
の
う
ち
期
末
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
（
資
本
又
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
37
条
の
４
各
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
）
が
１
億
円
以

下
の
も
の
（
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
５
億
円
以
上
で
あ
る
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
な
ど
、
法
人
税
法
第
66
条
第
６
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
ま
す
。
）
…
「
１
」
の
金
額
又
は
「
八
〇
〇
万

円×

当
期
の
月
数÷

12
」
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
う
ち
少
な
い
金
額 

(2) 

 (1)
以
外
の
法
人
…
「
０
円
」 

２ 

「
支
出
交
際
費
等
の
額
の
明
細
」
は
科
目
に
と
ら
わ
れ
ず
交
際
費
等
に
該
当
す
る
も
の
の
全
て
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

３ 

租
税
特
別
措
置
法
第
61
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
飲
食
費
に
つ
い
て
同
項
第
２
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
法
施
行
規
則
第
21
条
の
18
の
４
に
規
定
す
る
書
類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
御
注
意
く
だ
さ
い
。 

４ 

税
抜
経
理
方
式
を
適
用
し
て
い
る
法
人
は
、
交
際
費
等
に
係
る
消
費
税
等
の
額
の
う
ち
控
除
対
象
外
消
費
税
額
等
に
相
当
す
る
金
額
を
交
際
費
等
の
額
に
含
め
て
損
金
不
算
入
額
を
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
御
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

① 交際費等の損金算入に関する明細書 
事 業 

年 度 

・  ・ 

・  ・ 
法人名  

御 注 意 
 

支 出 交 際 費 等 の 額 

(８ の 計) 
1 

円 

損 金 算 入 限 度 額 

(2)又は(3) 
4 

円 

 

支出接待飲食費損金算入基準額 

(９の計)× 100
50  

2  

損 金 不 算 入 額 

(1)－(4) 
5  中小法人等の定額控除限度額 

(１)の金額又は800万円×
 
―
12

相当額のうち少ない金額 

3  

支 出 交 際 費 等 の 額 の 明 細 

科 目 
支 出 額 

交際費等の額から 

控除される費用の額 
差引交際費等の額 

(8)  の う ち 接 待 
飲 食 費 の 額 

6 7 8 9 

交 際 費 

円 円 円 円 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計     

 


